
 

 

 

 

 

 

新見市奨学金の手引  
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新見市教育委員会  

  



 

奨学生を志望される方へ 

 

 

 皆さんは、それぞれの目標をもって、日々の勉学に励んでおられることと思い

ます。 

 

 この奨学金制度は、向学の意欲を持ちながらも経済的に修学が困難な方に対し、

側面的に修学を援助しようとするものであり、その原資は新見市奨学金基金とし

て積み立てられたものです。 

 

 これまで、この制度を利用して修学し、社会人となった方が数多くおられます。

この先輩に当たる方たちの返還によって、次の代へと引き継がれることになりま

す。申請にあたっては、この制度の趣旨や内容をよく理解していただいた上で申

請してください。 

 

 皆さんが、この奨学金を役立てて、自己の目標達成に向け、健康で意欲をもっ

て有意義な学生生活を送られることを期待しています。 

 

 

 

 

新見市教育委員会     



新見市奨学金貸付制度 

 

  貸付を受けるには  

 

１ 目  的 

大学、高等専門学校、高等学校、専修学校（大学院、別科、専攻科及び通

信制課程を除く。）に在学する学生又は生徒で、経済的理由により修学困難

な人に対し奨学金の貸付を行い、社会に貢献する有為な人材を育成すること

を目的としています。 

 

２ 奨学生の資格  

   奨学金の貸付を受ける人を奨学生といい、次の条件を備えた人でなければ

なりません。 

 （１）大学、高等専門学校、高等学校、専修学校（大学院、別科、専攻科及び

通信制課程を除く。）に在学していること。 

 （２）父、母又はこれに相当する人が新見市に住所を有すること。 

 （３）経済的事情により修学困難であること。 

 （４）学業及び品行が良く、心身ともに健康であること。 

 

３ 奨学金の募集定員 

 （１）大学・専修学校・高等専門学校   ５人 

 （２）高等学校・専修学校（高校課程）  １人 

 

４ 奨学金の額 

 （１）大学学生         月額３３,０００円 

 （２）高等専門学校生徒     月額３３,０００円 

（３）専修学校生徒       月額３３,０００円 

（４）高等学校生徒       月額１４,０００円 

（５）専修学校生徒（高校課程） 月額１４,０００円 

   上記の金額を当該学校の卒業まで無利息で貸与します。 

  



 

４ 申  請 

   貸付を希望される人は、次の書類を令和５年１０月１３日（金）までに 

教育委員会へ提出してください。 

 （１）奨学金借入申請書 様式第１号 

 （２）世帯票  様式第２号 

 （３）所得・課税証明書 税務課が発行する様式 

             ※世帯全員分の令和 ５ 年度の所得・課税証明書を

提出してください。 

 （４）在学証明書 

 （５）成績証明書（出身学校又は在学学校のもの） 

 （６）健康診断書（健康であることの医師の証明） 

    ※学校の健診結果の写しでも可 

 



  貸付が決定したら  

 

５ 奨学生の決定 

（１）新見市奨学生選考委員会に諮ったうえで決定されます。 

（２）奨学金借入証書を提出していただきます。 

この場合に連帯保証人２名に連署していただくことになります。 

（３）当初の貸付は、１１月下旬から１２月初旬頃になり、４月から１２月分

の９ヶ月分が貸し付けられます。以後は、３ヶ月分ずつ前払で振り込まれ

ます。 

 

６ 異動の届出 

   奨学生（連帯保証人）は、次の場合には直ちに教育委員会に届出なければ

なりません。 

 （１）本人が死亡したとき。 

 （２）休学、復学、留年又は退学したとき。 

 （３）停学処分又は退学処分を受けたとき。 

 （４）本人及び連帯保証人の住所、氏名、連絡先等の重要な事項に異動があっ

たとき｡ 

 

７ 奨学金の停止、廃止 

   次のいずれかに該当したときは、奨学金の貸付を廃止します。 

 （１）本人が死亡したとき。 

 （２）本人及び父、母又はこれに相当する者全員が市外に転出したとき。 

 （３）退学したとき。 

 （４）奨学金を必要としない事情が生じたとき。 

 

   次のいずれかに該当したときは、貸付を停止し、もしくは廃止することが

あります。 

 （１）停学処分を受けたとき。 

 （２）学業又は品行が不良のとき。 

 （３）留年又は休学し、若しくは卒業の見込みがなくなったとき。



  貸付が終わったら  

 

８ 奨学金の返還 

   卒業した日又は貸付を廃止された日の翌月の初日から起算し６月を経過し

た日から、貸付を受けた期間の３倍の期間内に半年賦又は年賦の方法により

返還していただきます。 

（例）月額３３,０００円を４年間貸付を受けた場合、 

貸付総額１,５８４,０００円を１２年間以内に 

返還していただくことになります。 

 

９ 返還猶予・免除 

 （１）上級学校（大学院等）に進学したときは、その在学期間中及び卒業後 

６ヶ月間返還を猶予されます。 

 （２）本人が死亡し又は特別な事情により、奨学金の返還が困難になったとき

は、返還を猶予し、又はその一部を免除されることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申請書提出先・問合せ先】 
 

 新見市教育委員会 学校教育課 

 

 〒718-8501 新見市新見310-3 

 TEL 0867-72-6146  FAX 0867-72-6120 

 

 


